
免除の対象となる所得のめやす（平成19年度）

単身世帯 �2人世帯 �4人世帯 （夫婦のみ） �（夫婦、子2人（16歳未満）） 

全　額　免　除 ��57万円 �92万円 �162万円 

部 納 付 �4分の1納付 �93万円 �142万円 �230万円 
半　額　納　付 �141万円 �195万円 �282万円 

4分の3納付 �189万円 �247万円 �335万円 

※2人世帯と4人世帯は夫婦のどちらかのみに所得がある場合です。

※若年者納付猶予は全額免除と同基準、学生納付特例は半額納付と同基準となります。

※退職者、震災・風水害などの被災者の方は所得に関係なく該当する場合があります。
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保
険
料
を
繍
鵡
憑
義
盛
癒
露
語
露
語
賦

保
隙
料
の
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す

所
得
が
少
な
い
な
ど
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
な
場
合
に
は
、
本
人
の
申
請

手
続
に
よ
っ
て
保
険
料
の
納
付
が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
、
次
の
3
種
類
が
あ
り

ます。
①
免
除
（
全
額
免
除
二
部
納
付
）
申
請

本
人
・
世
帯
主
・
配
偶
者
の
前
年
所
得
が

一
定
額
以
下
の
場
合
に
申
請
手
続
き
す
る
こ

と
に
よ
り
、
保
険
料
の
納
付
が
全
額
免
除
又

は
半
額
納
付
な
ど
の
一
部
納
付
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
一
部
納
付
（
一
部
免
除
）
に
つ
い
て

は
、
一
部
納
付
額
が
未
納
の
場
合
、
一
部
免

除
も
無
効
（
未
納
と
同
じ
）
に
な
り
ま
す
。

※
1
／
4
納
付
及
び
3
／
4
納
付
は
、
平
成

1
8
年
7
月
か
ら
実
施
し
て
い
ま
す
。

②
若
年
者
納
付
猶
予
申
請

3
0
歳
未
満
の
方
で
、
本
人
・
配
偶
者
の
前

年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
申
請
す
る

こ
と
に
よ
り
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

ます。
③
学
生
納
付
特
例
申
請

学
生
の
方
で
、
本
人
の
前
年
所
得
が
一
定

額
以
下
の
場
合
に
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
、

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

年
金
を
受
け
る
た
め
の
資
格
期
間
は

①
～
③
の
期
間
は
老
齢
・
障
害
・
遺
族
基

礎
年
金
の
受
給
資
格
を
み
る
場
合
に
必
要
な

期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
一
部
納
付

に
つ
い
て
は
、
一
部
納
付
保
険
料
を
納
付
し

て
い
る
事
が
必
要
で
す
。

老
齢
基
礎
年
金
額
へ
の
算
入
は

①
の
期
間
に
か
か
る
老
齢
基
礎
年
金
の
金

額
は
、
保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
場
合
と
比

較
し
て
次
の
と
お
り
で
す
。
一
部
納
付
は
、

納
付
す
べ
き
保
険
料
を
納
付
さ
れ
な
か
っ
た

場
合
は
、
年
金
額
に
は
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。

●
全
額
免
除
の
場
合
・
・
・
3
分
の
1

●
半
額
納
付
の
場
合
・
・
・
3
分
の
2

●
1
／
4
納
付
の
場
合
・
・
2
分
の
1

●
3
／
4
納
付
の
場
合
・
・
6
分
の
5

②
、
③
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
受
給
資
格

の
必
要
な
期
間
に
は
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
老

齢
基
礎
年
金
の
額
に
は
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。

将
来
満
額
の

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
た
め
に

①
～
③
の
期
間
に
つ
い
て
1
0
年
以
内
で
あ

れ
ば
（
平
成
1
9
年
4
月
分
な
ら
平
成
2
9
年
4
月

ま
で
）
さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
料
を
納
め
る
（
追

納
）
こ
と
が
で
き
ま
す
。

保
険
料
の
追
納
は
、
原
則
と
し
て
先
に
経

過
し
た
期
間
か
ら
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
保
険
料
免
除
な
ど
の
承
認
を
受

け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
、
3
年

度
目
以
降
に
保
険
料
を
追
納
す
る
場
合
は
、

当
時
の
保
険
料
額
に
経
過
期
間
に
応
じ
た
加

算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
の
で
、
早
め
の
追

納
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
放
置
す
る
と

将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
り
、
い
ざ
と
い
う
と
き

の
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

必
ず
保
険
料
を
納
め
る
か
、
納
め
る
こ
と
が

難
し
い
方
は
①
～
③
の
申
請
を
し
ま
し
ょ
う
。

年
金
記
録
の
お
問
合
せ
は

年
金
記
録
照
会

専
用
フ
リ
ー
ダ
イ

ヤ
ル
「
ね
ん
き
ん

あ
ん
し
ん
ダ
イ
ヤ

ル
」
を
開
設
し
て

い
ま
す
。

お
寓
話
で
は
、

原
則
と
し
て
、
皆

様
の
基
礎
年
金
番

号
や
生
年
月
日
を

お
尋
ね
し
、
後
日
、
回
答
票
を
郵
送
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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）

※
携
帯
電
話
、
P
H
S
か
ら
も
ご
利
用

い
た
だ
け
ま
す
。

申
請
・
間
合
先

山
梨
社
会
保
険
事
務
局
大
月
事
務
所
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